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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次

第97期

第３四半期

連結累計期間

第98期

第３四半期

連結累計期間

第97期

第３四半期

連結会計期間

第98期

第３四半期

連結会計期間

第97期

会計期間
自　平成21年４月１日

至　平成21年12月31日

自　平成22年４月１日

至　平成22年12月31日

自　平成21年10月１日

至　平成21年12月31日

自　平成22年10月１日

至　平成22年12月31日

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日

売上高 （百万円） 41,159 46,343 13,980 16,125 56,525

経常利益 （百万円） 1,503 2,950 829 1,779 2,697

四半期（当期）純利益 （百万円） 941 1,946 500 1,194 1,745

純資産額 （百万円） － － 30,844 32,667 31,938

総資産額 （百万円） － － 65,704 68,965 65,903

１株当たり純資産額 （円） － － 432.50 456.39 447.46

１株当たり四半期
（当期）純利益

（円） 13.65 28.22 7.26 17.31 25.31

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 45.4 45.6 46.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 4,880 3,932 － － 7,520

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △6,108 △3,697 － － △7,640

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 2,187 298 － － 1,848

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） － － 4,168 5,431 4,994

従業員数 （名） － － 1,128 1,101 1,094

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していな

い。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はない。また、主要な関係会社についても異動はない。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動はない。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名) 1,101　

(注)　従業員数は就業人員である。

　

　

(2)　提出会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名) 898　

(注)　従業員数は就業人員である。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。

　

セグメントの名称 　生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

化学品事業 4,442 －

吸水性樹脂事業 9,697 －

ガス・エンジニアリング事業 3,076 －

合計 17,216 －

(注)１　金額は、販売価格によっている。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

３　セグメント間の取引については相殺消去している。

　

(2)受注実績

当第３四半期連結会計期間における「ガス・エンジニアリング事業」のうち、エンジニアリング事業の

受注実績を示すと、次のとおりである。

なお、エンジニアリング事業を除く製品については、見込み生産を行っている。

　

セグメントの名称 　受注高(百万円)前年同四半期比(％)　受注残高(百万円)前年同四半期比(％)

ガス・エンジニアリング事業 397 － 1,306 －

(注)１　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

２　セグメント間の取引については相殺消去している。

　
(3)販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。
　

セグメントの名称 　販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

化学品事業 4,107 －

吸水性樹脂事業 8,944 －

ガス・エンジニアリング事業 3,074 －

合計 16,125 －

(注)１　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

２　セグメント間の取引については相殺消去している。 

３　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合については、当該割合が100分の10以上の相手先がない

ため、記載を省略している。 
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国向けの輸出や政府経済対策の効果などによ

り緩やかな回復傾向をたどってきたが、欧米経済の状況に大きな改善はみられず、円高は依然として続い

ている。

このような状況のもとで、当社グループの当第３四半期連結会計期間における売上高は161億2千5百万

円（前年同四半期比15.3％増）、営業利益は18億4千7百万円（前年同四半期比104.6％増）、経常利益は17

億7千9百万円（前年同四半期比114.5％増）、四半期純利益は11億9千4百万円（前年同四半期比138.5％

増）と、それぞれ前年同期を上回った。

　

セグメント別業績の概要は次のとおりである。

（化学品事業）

当事業では、水溶性ポリマー、微粒子ポリマーの需要の回復はみられたが、工業薬品等は円高の影響に

より厳しい状況が続いている。この結果、売上高は41億7百万円、営業損益は4億3百万円の損失となっ

た。

　
（吸水性樹脂事業）

当事業では、アジア地域を中心として海外市場での需要が底堅く推移したことから、売上高は89億4

千4百万円、営業利益は18億6千5百万円それぞれ前年同期を上回った。

　

（ガス・エンジニアリング事業）

当事業では、ガス発生装置の需要は低迷しているが、エレクトロニクスガスの販売が堅調に推移した

ことから、売上高は30億7千4百万円、営業利益は3億8千2百万円となった。

　

　

EDINET提出書類

住友精化株式会社(E00755)

四半期報告書

 5/30



　

(2)　財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金等の流動資産が増加したことにより、前期末に比べ30

億6千2百万円増加し、689億6千5百万円となった。負債合計は、買掛金等の流動負債が増加したことにより、

前期末に比べ23億3千2百万円増加し、362億9千7百万円となった。純資産合計は、前期末に比べ7億2千9百万

円増加し、326億6千7百万円となった。この結果、自己資本比率は、45.6％となった。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ4億3千7百万円増加し、54億3千1百万円となった。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は21億9千5百万円（前年同期比6億1千4百

万円の増加）となった。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が17億6千3百万円、減価償却費が11億4千3

百万円、仕入債務の増加が21億8千6百万円、売上債権の増加が17億1千4百万円ほかである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は10億3千4百万円（前年同期比9億5千4百

万円の減少）となった。これは、固定資産の取得による支出10億6千2百万円などによるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間の財務活動の結果得られた資金は3億3千5百万円となった。主な内訳は、借

入金の増加（純額）6億9千万円、配当金の支払額3億4千5百万円である。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）の事業上および財務上の

対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はない。

　

(5)　研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における当グループが支出した研究開発費の総額は5億6千万円である。

EDINET提出書類

住友精化株式会社(E00755)

四半期報告書

 6/30



第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等

の計画について、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はない。また、新たに確定した重要な設備の

除却、売却等の計画はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成22年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成23年２月14日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 69,864,854 69,864,854

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

単元株式数1,000株

計 69,864,854 69,864,854－ －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はない。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年10月１日～
平成22年12月31日

－ 69,864 － 9,698 － 7,539

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握していな

い。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載を

している。

①　【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
普通株式 892,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 68,904,000 68,904 （注１）

単元未満株式 普通株式 68,854 － （注２）

発行済株式総数 　 69,864,854－ －

総株主の議決権 － 68,904 －

(注)　１　「完全議決権株式（その他）」欄には証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権の数３個）含まれてい

る。

 ２　「単元未満株式」の株式数には、当社所有の自己株式81株が含まれている。

　

②　【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 兵庫県加古郡播磨町宮西
892,000－ 892,000 1.28

住友精化株式会社 346番地の１

計 － 892,000－ 892,000 1.28
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年

４月 ５月 ６月

 

７月

 

８月

 

９月

 

10月

 

11月

 

12月

最高(円) 371 359 349 347 334 343 341 339 363

最低(円) 346 306 305 315 307 320 312 308 332

(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであ

る。

役職の異動

氏名 新役名及び職名 旧役名及び職名 異動年月日

原　　昭一

取締役
常務執行役員
ＥＲＰ推進室長

取締役
常務執行役員

平成22年10月１日

取締役
常務執行役員

取締役
常務執行役員
ＥＲＰ推進室長

平成23年１月４日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月

１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12

月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により四半期レビューを受けている。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類変更により、平成22年７

月１日をもって有限責任あずさ監査法人となった。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,439 5,000

受取手形及び売掛金 ※2
 17,538 15,979

商品及び製品 6,661 5,727

仕掛品 627 806

原材料及び貯蔵品 1,563 1,535

その他 2,003 1,839

貸倒引当金 △30 △26

流動資産合計 33,803 30,861

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 14,327 13,939

その他（純額） 14,809 15,360

有形固定資産合計 ※1
 29,137

※1
 29,300

無形固定資産

のれん 299 450

その他 1,816 1,299

無形固定資産合計 2,116 1,749

投資その他の資産

その他 3,931 4,014

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 3,908 3,992

固定資産合計 35,162 35,042

資産合計 68,965 65,903

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,956 8,938

短期借入金 10,213 11,261

未払法人税等 696 435

賞与引当金 346 777

その他 3,722 2,954

流動負債合計 24,936 24,368

固定負債

長期借入金 8,804 6,804

退職給付引当金 2,256 2,440

その他 300 352

固定負債合計 11,361 9,596

負債合計 36,297 33,965
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(単位：百万円)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 9,698 9,698

資本剰余金 7,539 7,539

利益剰余金 16,211 14,954

自己株式 △253 △253

株主資本合計 33,195 31,938

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 140 191

為替換算調整勘定 △1,857 △1,266

評価・換算差額等合計 △1,716 △1,075

少数株主持分 1,189 1,075

純資産合計 32,667 31,938

負債純資産合計 68,965 65,903
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 41,159 46,343

売上原価 32,182 34,735

売上総利益 8,977 11,607

販売費及び一般管理費

発送運賃 1,375 1,464

従業員給料及び賞与 1,697 1,835

賞与引当金繰入額 140 139

退職給付費用 209 192

研究開発費 1,868 1,852

その他 1,924 2,426

販売費及び一般管理費合計 7,215 7,911

営業利益 1,761 3,696

営業外収益

受取利息 7 4

受取配当金 21 21

その他 23 17

営業外収益合計 52 44

営業外費用

支払利息 158 171

為替差損 115 591

その他 36 28

営業外費用合計 310 790

経常利益 1,503 2,950

特別損失

固定資産除却損 99 149

特別損失合計 99 149

税金等調整前四半期純利益 1,404 2,800

法人税等 256 628

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,172

少数株主利益 206 225

四半期純利益 941 1,946
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 13,980 16,125

売上原価 10,661 11,491

売上総利益 3,318 4,634

販売費及び一般管理費

発送運賃 476 528

従業員給料及び賞与 523 522

賞与引当金繰入額 135 139

退職給付費用 53 67

研究開発費 572 560

その他 654 968

販売費及び一般管理費合計 2,415 2,786

営業利益 903 1,847

営業外収益

受取利息 4 1

受取配当金 7 5

その他 5 5

営業外収益合計 16 12

営業外費用

支払利息 62 61

為替差損 15 16

その他 12 2

営業外費用合計 90 80

経常利益 829 1,779

特別損失

固定資産除却損 17 16

特別損失合計 17 16

税金等調整前四半期純利益 811 1,763

法人税等 265 491

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,271

少数株主利益 45 77

四半期純利益 500 1,194
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,404 2,800

減価償却費 2,697 3,108

固定資産除却損 70 126

退職給付引当金の増減額（△は減少） △139 △183

受取利息及び受取配当金 △28 △26

支払利息 158 171

売上債権の増減額（△は増加） △561 △2,144

たな卸資産の増減額（△は増加） △126 △940

仕入債務の増減額（△は減少） 1,399 1,503

その他 340 49

小計 5,216 4,465

利息及び配当金の受取額 28 26

利息の支払額 △156 △164

法人税等の支払額 △207 △394

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,880 3,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △6,132 △3,722

投資有価証券の取得による支出 △2 △9

その他 27 35

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,108 △3,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,894 △980

長期借入れによる収入 1,000 2,000

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △22 △30

配当金の支払額 △684 △690

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,187 298

現金及び現金同等物に係る換算差額 △129 △96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 830 437

現金及び現金同等物の期首残高 3,108 4,994

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 229 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,168 5,431
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）
及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し
ている。これによる債務計上すべき該当事項はない。
　

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第5号）の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示している。
　

　

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第5号）の適用に伴い、当第３四半期連結会計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示している。
　

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

（棚卸資産の評価方法）

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げ

を行う方法によっている。

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックスプランニン

グを利用する方法によっている。
　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

（原価差異の繰延処理）

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異については、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれる

ため、当該原価差異を流動負債として繰延べている。

（税金費用の計算）

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用している。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 51,175百万円

 

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 49,485百万円

 

※２　当第３四半期連結会計期間末日満期手形の会計処
理については、手形交換日をもって決済処理してい
る。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の
休日であったため、次の当第３四半期連結会計期間
末日満期手形が、当第３四半期連結会計期間末残高
に含まれている。

　　　　　　　受取手形 　　　　　　　38百万円 

　

　 　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係

　百万円

現金及び預金勘定 4,177　

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金

△9　

現金及び現金同等物 4,168　

 

　百万円

現金及び預金勘定 5,439　

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金

△8 　

現金及び現金同等物 5,431　

 
　 　

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　

至　平成22年12月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期

連結会計期間末

　普通株式 (株) 69,864,854

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期

連結会計期間末

　普通株式 (株) 892,581
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３　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成22年５月10日
取締役会

普通株式 利益剰余金 344 5.00 平成22年３月31日平成22年６月14日

平成22年11月９日
取締役会

普通株式 利益剰余金 344 5.00 平成22年９月30日平成22年12月３日

　

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項なし。

　

EDINET提出書類

住友精化株式会社(E00755)

四半期報告書

19/30



(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　

　
化学品事業

(百万円)

吸水性樹脂事
業

(百万円)

ガス・エンジ
ニアリング事

業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に
対する売上高

4,259 7,327 2,393 13,980 － 13,980

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

4 － 26 31 (31) －

計 4,263 7,327 2,420 14,011 (31) 13,980

営業利益又は営業損失（△） △132 846 185 899 3 903

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類・性質の類似性等を勘案して３つに区分し

ている。

２　各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

化学品事業 工業薬品、医薬製品、水溶性ポリマー、微粒子ポリマー、機能製品等

吸水性樹脂事業 高吸水性樹脂

ガス・エンジニアリング事業
医療用ガス、ケミカルガス、標準ガス、エレクトロニクスガス、酸素・窒素

・水素等のガス発生装置（ＰＳＡ方式）、一般化工機等

３　営業費用はすべて各セグメントに配賦している。
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前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　

　
化学品事業

(百万円)

吸水性樹脂事
業

(百万円)

ガス・エンジ
ニアリング事

業

(百万円)

計(百万円)
消去又は全社

(百万円)
連結(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に
対する売上高

12,209 20,444 8,505 41,159 － 41,159

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

12 － 70 82 (82) －

計 12,221 20,444 8,576 41,242 (82) 41,159

営業利益又は営業損失（△） △1,039 2,181 608 1,750 10 1,761

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類・性質の類似性等を勘案して３つに区分し

ている。

２　各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

化学品事業 工業薬品、医薬製品、水溶性ポリマー、微粒子ポリマー、機能製品等

吸水性樹脂事業 高吸水性樹脂

ガス・エンジニアリング事業
医療用ガス、ケミカルガス、標準ガス、エレクトロニクスガス、酸素・窒素

・水素等のガス発生装置（ＰＳＡ方式）、一般化工機等

３　営業費用はすべて各セグメントに配賦している。

４　会計処理の変更 

　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の「３　会計処理基準に関する事項の変

更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 

平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19

年12月27日）を適用している。

　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のガス・エンジニアリング事業の売上

高が22百万円、営業利益が8百万円それぞれ増加している。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　

　
日本

(百万円)

アジア

(百万円)

欧州

(百万円)

北米

(百万円)

計

(百万円)

消去

又は全社

(百万円)

連　結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売
上高

10,1332,697 1,128 20 13,980 － 13,980

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,176 37 － － 1,213(1,213) －

計 11,3092,735 1,128 20 15,194(1,213)13,980

営業利益又は営業損失(△) 887 212 △81 4 1,022 (119) 903

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

アジア…シンガポール、台湾 、韓国

欧　州…ベルギー

北　米…アメリカ

３　営業費用はすべて各セグメントに配賦している。

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　

　
日本

(百万円)

アジア

(百万円)

欧州

(百万円)

北米

(百万円)

計

(百万円)

消去

又は全社

(百万円)

連　結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売
上高

30,9248,136 2,037 59 41,159 － 41,159

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,190 55 － － 2,246(2,246) －

計 33,1158,192 2,037 59 43,405(2,246)41,159

営業利益又は営業損失(△) 887 1,082 △114 23 1,878 (117) 1,761

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

アジア…シンガポール、台湾 、韓国

欧　州…ベルギー

北　米…アメリカ

３　営業費用はすべて各セグメントに配賦している。

４　会計処理の変更

　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の「３　会計処理基準に関する事項の変

更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 

平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19

年12月27日）を適用している。

　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の「日本」の売上高が22百万円、営業

利益が8百万円それぞれ増加している。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　

　 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,406 1,989 1,574 6,970

Ⅱ　連結売上高（百万円） 　 　 　 13,980

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

24.4 14.2 11.3 49.9

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア…韓国、台湾、中国、マレーシア、シンガポール

(2) 欧　州…イタリア、ベルギー、フランス

(3) その他…北米、中南米

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　

　 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 10,323 4,551 4,739 19,614

Ⅱ　連結売上高（百万円） 　 　 　 41,159

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

25.1 11.1 11.5 47.7

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア…韓国、台湾、中国、マレーシア、シンガポール

(2) 欧　州…イタリア、ベルギー、フランス

(3) その他…北米、中南米

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。
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【セグメント情報】

　

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日）を適用している。

　

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。

当社は、本社に製品・サービス別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う製品・サービスについて国内

及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を行っている。

したがって、当社は事業部門を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「化学品

事業」、「吸水性樹脂事業」及び「ガス・エンジニアリング事業」の３つを報告セグメントとしている。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

（単位：百万円）

　
報告セグメント

化学品事業 吸水性樹脂事業
ガス・エンジニア
リング事業

計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 13,002 25,244 8,096 46,343

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

10 － 228 238

計 13,012 25,244 8,324 46,581

セグメント利益又は損失（△） △1,223 4,161 777 3,715

　

当第３四半期連結会計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）

（単位：百万円）

　
報告セグメント

化学品事業 吸水性樹脂事業
ガス・エンジニア
リング事業

計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,107 8,944 3,074 16,125

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

4 － 16 20

計 4,111 8,944 3,090 16,146

セグメント利益又は損失（△） △403 1,865 382 1,844
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

（単位：百万円）

利    益 金    額

報告セグメント計 3,715

セグメント間取引消去 △19

四半期連結損益計算書の営業利益 3,696

　

当第３四半期連結会計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）

（単位：百万円）

利    益 金    額

報告セグメント計 1,844

セグメント間取引消去 3

四半期連結損益計算書の営業利益 1,847
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

　

１株当たり純資産額 456円39銭

　

　

１株当たり純資産額 447円46銭

　
　 　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 32,667 31,938

普通株式に係る純資産額（百万円） 31,478 30,862

差額の主な内訳 　 　

　少数株主持分（百万円） 1,189 1,075

普通株式の発行済株式数（千株） 69,864 69,864

普通株式の自己株式数（千株） 892 891

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（千株）

68,972 68,972

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

　

１株当たり四半期純利益金額 13円65銭

　

　

１株当たり四半期純利益金額 28円22銭

　
　 　

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　

項目

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万
円）

941 1,946

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 941 1,946

普通株式の期中平均株式数（千株） 68,973 68,972
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第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

　

１株当たり四半期純利益 7円26銭
　

　

１株当たり四半期純利益 17円31銭
　

　 　

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万
円）

500 1,194

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 500 1,194

普通株式の期中平均株式数（千株） 68,973 68,972

　

(重要な後発事象)

該当事項なし。

　

２ 【その他】

第98期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)中間配当については、平成22年11月９日開催の取締役会にお

いて、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議した。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 344百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　5円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　 平成22年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月12日

住友精化株式会社

取締役会  御中

　

あ ず さ 監 査 法 人 

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士    後　藤　研　了　　印

　
指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士    小　野　友　之　　印 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友

精化株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年

12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住友精化株式会社及び連結子会社の平成21年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月10日

住友精化株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    後　藤　研　了　　印 

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小　野　友　之　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友

精化株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年

12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住友精化株式会社及び連結子会社の平成22年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　

EDINET提出書類

住友精化株式会社(E00755)

四半期報告書

30/30


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	第３四半期連結会計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	表示方法の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

